
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
受
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（
質
問
の 

三
） 

答

弁

第

三

号 

   

衆
議
院
議
員
渡
辺
三
郎
君
提
出
本
山
製
作
所
の
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
七
四
第
三
号 

昭
和
四
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 

繁 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

三 

木 

武 

夫 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
渡
辺
三
郎
君
提
出
本
山
製
作
所
の
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

特
別
防
衛
保
障
株
式
会
社
（
昭
和
四
十
四
年
四
月
設
立
）
は
、
警
察
当
局
が
は
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
昭

和
四
十
五
年
以
降
株
式
会
社
報
知
新
聞
社
（
東
京
都
）
、
株
式
会
社
細
川
鉄
工
所
（
大
阪
府
）
、
株
式
会
社
教
育
社

（
東
京
都
）
、
チ
ッ
ソ
株
式
会
社
（
大
阪
府
）
及
び
株
式
会
社
本
山
製
作
所
（
宮
城
県
）
に
お
け
る
労
使
紛
争
に
関
連

し
て
不
法
事
案
を
起
こ
し
て
い
る
。 

ま
た
、
特
別
防
衛
保
障
株
式
会
社
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
二
十
二
日
に
東
京
都
公
安
委
員
会
に
対
し
警

備
業
法
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
を
行
つ
て
お
り
、
代
表
取
締
役
は
高
山
弘
憲
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

株
式
会
社
本
山
製
作
所
（
以
下
「
本
山
製
作
所
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
特
別
防
衛
保
障
株
式
会
社
の
警
備
員
の 



な
お
、
職
業
安
定
法
に
い
う
「
労
働
者
供
給
」
と
は
、
供
給
契
約
に
基
づ
い
て
労
働
者
を
他
人
に
使
用
さ
せ
る

こ
と
を
い
う
（
同
法
第
五
条
第
六
項
）
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
事
業
主
と
の
間
に
の
み
雇
用
関
係
を
有
す
る
に
す

ぎ
な
い
者
に
つ
い
て
は
同
法
第
四
十
四
条
の
問
題
は
生
じ
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

ま
た
、
本
山
製
作
所
が
特
別
防
衛
保
障
株
式
会
社
の
警
備
員
で
あ
つ
た
者
を
昭
和
四
十
七
年
十
月
に
採
用
し

た
こ
と
に
つ
い
て
も
捜
査
し
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
別
防
衛
保
障
株
式
会
社
を
警
備
業
法
違
反
と
し
て

問
擬
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

派
遣
を
め
ぐ
る
職
業
安
定
法
違
反
被
疑
事
案
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
警
察
当
局
に
お
い
て
昭
和
四
十
八
年
三
月

に
特
別
防
衛
保
障
株
式
会
社
、
本
山
製
作
所
等
を
捜
索
す
る
と
と
も
に
被
疑
者
等
の
取
調
べ
を
行
い
、
同
年
十

二
月
十
五
日
に
特
別
防
衛
保
障
株
式
会
社
及
び
同
社
代
表
取
締
役
飯
島
勇
ほ
か
同
社
役
員
二
名
を
職
業
安
定
法

第
四
十
四
条
違
反
の
疑
い
で
仙
台
地
方
検
察
庁
に
送
致
し
、
同
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
現
在
な
お
捜
査
を
継
続

し
て
い
る
。 

四 

 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

賃
金
支
払
仮
処
分
申
請
が
認
容
さ
れ
た
場
合
に
は
使
用
者
は
こ
れ
に
従
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本
件
に
お
い

て
も
、
本
山
製
作
所
は
、
昭
和
四
十
八
年
十
月
十
三
日
に
仙
台
地
方
裁
判
所
が
行
つ
た
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
に
関

連
す
る
賃
金
支
払
仮
処
分
決
定
に
従
つ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

宮
城
県
警
察
当
局
は
、
正
当
な
労
働
運
動
に
対
し
て
は
、
介
入
し
な
い
と
い
う
基
本
的
態
度
で
こ
れ
に
対
処

し
て
い
る
が
、
不
法
事
案
が
発
生
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
所
要
の
警
備
部
隊
を
そ
の
都
度

出
動
さ
せ
て
警
告
、
規
制
す
る
な
ど
不
法
事
案
の
発
生
の
防
止
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
裁
判
所
が
行
つ
た
仮
処
分
決
定
は
尊
重
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
警
察
当
局
と
し
て
は
そ
の
趣

旨
を
十
分
に
尊
重
し
つ
つ
そ
の
責
務
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五 

 



六
に
つ
い
て 

昭
和
四
十
七
年
五
月
以
降
、
数
度
に
わ
た
り
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し
総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
宮
城

地
方
本
部
本
山
製
作
所
支
部
（
以
下
「
支
部
」
と
い
う
。
）
の
役
員
等
か
ら
、
労
働
基
準
法
第
三
条
、
第
二
十
六
条
、

昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
に
よ
る
削
除
前
の
労
働
基
準
法
第
四
十
九
条
（
以
下
本
項
に
お
い
て
「
旧
第
四

十
九
条
」
と
い
う
。
）
等
に
関
す
る
申
告
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
調
査
の
結
果
違
反
の
事
実
の
認
め
ら
れ

た
旧
第
四
十
九
条
に
関
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
是
正
を
勧
告
す
る
等
所
要
の
措
置
を
講
じ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
た
、
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
に
支
部
役
員
か
ら
、
労
働
基
準
法
第
百
四
条
第
二
項
に
関
す
る
申
告
が
行

わ
れ
た
が
、
調
査
の
結
果
同
項
違
反
の
事
実
は
認
め
ら
れ
な
か
つ
た
。 

本
山
製
作
所
は
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
十
六
日
に
宮
城
県
地
方
労
働
委
員
会
が
行
つ
た
不
当
労
働
行
為
救
済

命
令
を
不
服
と
し
て
中
央
労
働
委
員
会
に
再
審
査
の
申
立
て
を
行
い
当
該
命
令
を
履
行
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
当
該
命
令
は
中
央
労
働
委
員
会
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
る
場
合
に
も
そ
の
効
力
は
停
止
さ
れ
ず
（
労
働
組 

六 

 



七
に
つ
い
て 

昭
和
四
十
七
年
以
来
継
続
し
て
い
る
本
山
製
作
所
の
労
使
紛
争
に
関
連
し
て
発
生
し
た
事
件
で
、
警
察
当
局

が
捜
査
を
遂
げ
た
う
え
仙
台
地
方
検
察
庁
に
送
致
、
送
付
し
た
事
件
は
、
労
使
双
方
か
ら
の
告
訴
告
発
に
係
る

事
件
を
含
め
、
六
十
件
三
百
二
十
名
で
あ
る
。 

合
法
第
二
十
七
条
第
五
項
た
だ
し
書
参
照
。
）
、
本
山
製
作
所
は
当
該
命
令
を
履
行
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
場

合
に
は
強
制
力
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
該
命
令
が
中
央
労
働
委
員
会
に
お
い
て
争
わ
れ
て
い
る
限
り
い
ま
だ

確
定
し
て
い
な
い
の
で
、
当
該
命
令
の
履
行
を
罰
則
を
も
つ
て
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

な
お
、
本
山
製
作
所
は
、
宮
城
県
地
方
労
働
委
員
会
が
労
働
委
員
会
規
則
第
三
十
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ

い
て
行
つ
た
勧
告
及
び
中
央
労
働
委
員
会
会
長
が
同
規
則
第
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
つ
た
初
審

命
令
履
行
の
勧
告
を
履
行
し
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。 

仙
台
地
方
検
察
庁
に
お
い
て
は
、
右
送
致
等
事
件
の
ほ
か
直
接
労
使
双
方
か
ら
告
訴
さ
れ
た
事
件
の
被
疑
者 

七 

 



八
に
つ
い
て 

本
件
は
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
二
十
四
日
仙
台
法
務
局
に
対
し
て
人
権
侵
犯
事
件
と
し
て
申
立
て
が
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
現
在
同
法
務
局
に
お
い
て
調
査
中
で
あ
る
。
本
件
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
の
協
力
が
得
ら
れ

な
い
た
め
調
査
が
遅
延
し
て
い
る
の
で
、
同
法
務
局
に
対
し
て
申
告
者
側
及
び
本
山
製
作
所
側
を
説
得
し
て
関

係
者
か
ら
の
事
情
聴
取
を
行
い
、
早
急
に
調
査
を
完
了
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四
十
五
名
を
含
め
、
合
計
三
百
六
十
五
名
に
つ
い
て
更
に
慎
重
に
捜
査
を
遂
げ
た
う
え
、
現
在
ま
で
に
一
名
に

つ
き
公
判
請
求
、
三
百
四
十
六
名
に
つ
い
て
不
起
訴
処
分
、
少
年
九
名
に
つ
い
て
は
家
庭
裁
判
所
に
送
致
し
て

お
り
、
残
り
九
名
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
捜
査
中
で
あ
る
。 

な
お
、
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
五
日
に
総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
ほ
か
一
名
よ
り
本
山
製
作
所
東
京
支
店
長

宮
崎
真
一
ほ
か
四
名
を
相
手
方
と
し
て
東
京
法
務
局
に
人
権
侵
犯
事
件
の
申
立
て
が
あ
つ
た
の
で
、
本
件
に
つ

い
て
は
、
同
法
務
局
に
お
い
て
近
く
調
査
を
開
始
す
る
予
定
で
あ
る
。 

八 

 



九
に
つ
い
て 

ま
た
、
総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
は
、
本
山
製
作
所
東
京
支
店
に
勤
務
す
る
支
部
組
合
員
に
対
し
て
使
用
者

が
職
制
又
は
警
備
課
員
を
し
て
暴
力
行
為
、
威
圧
的
言
動
を
加
え
る
な
ど
の
い
や
が
ら
せ
を
行
つ
て
い
る
と
し

て
、
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
七
日
に
東
京
都
地
方
労
働
委
員
会
に
対
し
不
当
労
働
行
為
救
済
の
申
立
て
を
行
つ

て
い
る
が
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
現
在
同
地
方
労
働
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
で
あ
る
。 

株
式
会
社
富
士
銀
行
か
ら
事
情
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
同
銀
行
と
し
て
は
、
本
件
は
労
使
間
の
問
題
で
あ
つ

て
第
三
者
で
あ
る
銀
行
の
介
入
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
の
下
に
、
通
常
の
企
業
金
融
と
し
て
の

融
資
を
行
つ
て
い
る
と
の
説
明
を
受
け
た
。 

な
お
、
同
銀
行
は
、
昭
和
四
十
七
年
十
二
月
の
異
常
事
態
の
際
、
「
年
末
の
融
資
は
一
時
見
合
せ
た
い
。
」
と

話
し
た
こ
と
は
あ
る
が
、
「
こ
の
よ
う
な
会
社
に
対
し
て
新
規
の
融
資
等
は
行
わ
な
い
。
」
と
い
つ
た
こ
と
は
な

い
と
説
明
し
て
い
る
。 

九 

 



十
一
に
つ
い
て 

十
に
つ
い
て 

と
こ
ろ
で
、
本
年
十
月
二
十
九
日
仙
台
市
内
に
お
い
て
「
全
金
本
山
支
部
支
援
全
国
闘
争
」
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら

れ
た
が
、
こ
れ
に
参
加
し
た
極
左
系
暴
力
集
団
な
ど
が
フ
ラ
ン
ス
デ
モ
を
行
い
交
通
の
妨
害
と
な
る
等
の
不
法

行
為
を
行
つ
た
。
宮
城
県
警
察
当
局
と
し
て
は
、
そ
の
都
度
警
告
、
規
制
を
す
る
な
ど
必
要
な
警
戒
警
備
に
当

た
つ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
組
合
活
動
に
対
し
て
不
当
に
介
入
し
た
も
の
で
は
な
い
。 

警
察
当
局
は
、
正
当
な
労
働
運
動
に
対
し
て
は
介
入
し
な
い
と
い
う
基
本
的
態
度
で
こ
れ
に
対
処
し
て
い
る

が
、
労
働
運
動
に
随
伴
し
て
暴
力
の
行
使
等
の
不
法
事
案
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き 

は
、
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
、
捜
査
を
行
い
、
必
要
に
よ
り
被
疑
者
を
逮
捕
す
る

場
合
も
あ
る
こ
と
は
、
警
察
の
責
務
上
当
然
で
あ
る
。 

本
年
十
二
月
十
日
支
部
組
合
員
石
川
則
男
を
道
路
交
通
法
違
反
で
逮
捕
し
た
事
実
は
全
く
な
い
。
し
か
し
、 

一
〇 

 



十
二
及
び
十
三
に
つ
い
て 

同
日
同
人
を
威
力
業
務
妨
害
罪
で
現
行
犯
逮
捕
し
た
事
実
が
あ
る
。
そ
の
被
疑
事
実
は
、
当
日
本
山
製
作
所
東

京
支
店
（
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
兜
町
二
の
五
六
）
の
従
業
員
が
出
勤
し
よ
う
と
し
た
際
、
同
支
店
入
口
附
近

で
、
多
数
の
支
援
労
組
員
ら
を
指
揮
し
、
ピ
ケ
を
張
り
威
力
を
示
し
て
、
同
支
店
従
業
員
の
出
勤
を
阻
止
し
た

と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
同
月
十
四
日
の
逮
捕
は
、
本
年
十
一
月
二
十
六
日
現
在
地
に
移
転
前
の
本
山
製
作
所
東
京
支
店
（
東

京
都
港
区
芝
浦
二
の
六
の
六
望
月
ビ
ル
）
に
お
い
て
発
生
し
た
暴
力
行
為
等
処
罰
ニ
関
ス
ル
法
律
違
反
並
び
に

建
造
物
侵
入
及
び
傷
害
事
件
と
し
て
本
山
製
作
所
側
か
ら
告
訴
が
出
さ
れ
、
捜
査
の
結
果
そ
の
事
実
が
明
ら
か

に
な
つ
た
た
め
、
裁
判
所
の
令
状
を
得
て
通
常
逮
捕
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
決
し
て
た
ら
い
回
し
に
等
し
い
と

い
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

労
働
基
準
監
督
機
関
は
、
労
働
基
準
法
等
に
違
反
す
る
一
定
の
事
案
に
つ
い
て
関
係
行
政
機
関
と
の
間
で
相 

一
一 

 



 

一
二 

互
通
報
を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
監
督
指
導
上
の
参
考
に
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
本
件
は
右
の
通
報

を
要
す
る
事
案
に
は
当
た
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
金
融
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
種
々
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
融
資
契
約
違
反
等
の
事
実
が
な

い
限
り
、
特
別
の
措
置
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
る
。 

十
四
に
つ
い
て 

政
府
と
し
て
は
、
宮
城
県
当
局
と
の
緊
密
な
連
携
の
下
に
、
労
使
当
事
者
を
招
き
事
情
聴
取
を
行
い
、
話
合

い
に
よ
り
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
気
運
の
醸
成
を
図
る
等
の
努
力
を
続
け
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ま

だ
に
紛
争
が
収
拾
す
る
ま
で
に
い
た
ら
ず
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。
今
後
更
に
問
題
解
決
促
進
の
た
め
採
り
得
る
諸

措
置
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
と
と
も
に
、
労
使
の
話
合
い
の
促
進
等
を
通
じ
て
紛
争
の
早
期
か
つ
円
満
な
解

決
を
図
つ
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




